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要 旨

法看護学 に関連す る文献やWeb資 料,お よび,内 閣府や民間シェルター等の刊行物で被害事例報告等 を扱 っ

たものより法看護学教育カ リキュラムの構築をめざした.

法看護学は,人 々の健康に関与す る法的な分野に看護ケアが介入す ることで,そ れに必要な看護の社会的役割 を

法律,社 会学,法 医学,犯 罪学,精 神医学,公 衆衛生学等の様 々な見地 より検討 し,そ の結果を看護実践モデル

に統合するものである.

法看護学は,人 間 とその行動を主た る研究の ドメインとするがゆえに,学 問として立脚する社会や文化 によっ

て,そ の社会的要請内容は異なることになる.疾 病や外傷は看護職が日常業務の対象 とし,ケ アを提供するきっ

かけとなるものである.法 看護学的アプローチにより,疾 病 ・外傷の直接ならびに間接的原因について,故 意 ・

過失を含 むあらゆる可能性 を念頭に置いた検討を加 える.こ のことにより,患 者の擁護と,権 利を一層的確に護

り,質 の高い看護ケアを提供できる.

本研究の結果,大 学等の研究教育機関において,人 々の健康に関与する法的な分野 における看護ケアの質を高

めるためには,法 看護学教育カ リキュラムの構築が急がれ,そ れに基づき専門性 の高 い教育を提供できることが

示唆された.

Ⅰ.は じめに

法看護学は,ド メステ ィック ・バイオ レンス(以下

「DV」 と略)・ 児童虐待 ・高齢者虐待 ・性暴力などの

被害者から,犯 罪の法的証拠を科学的に採取・保存し,

被害者の人権を守 りつつ適切な看護ケアを行 う新たな

看護学領域 として1990年 代 から北米で発展 してきた.

近年,突 然の事故や犯罪被害等 が引き金 にな り社会

から孤立 し,身 体的 ・精神的および社会的健康 を害 し

て いる人への看護が求 め られている.例 えば,13年

前 におきた地下鉄サ リン事件 を例 にとると,当 初,聖

路加国際病院で多数のサ リン患者のケアにあたった医

療スタッフも体調の不調を訴 え,大 きな不安に巻き込

まれた(石 松:2007).ま た,い つ起 こるかわか らな

い科学テロに対する対応とケアの特殊性を理解 し備 え

ること,被 害や災害の当事者 に対す るケアの不足,家

庭の中の弱者である子 どもや高齢者および近親者に対

するケアの不備が指摘 されている(小 林 ら:2007,

越智：2005).
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このような事象に対する社会政策 として,「 テロ対

策特措法(2001)」 「児童虐待の防止等 に関する法律

(2000)」 および 「配偶者か らの暴 力の防止 と被害者

の支援 に関す る法律(2001)」 の制定 と二度の改正

(2004,2007),そ して 「心神喪失等 の状態で重大 な他

害行為 を行 ったものの医療及 び観 察等 に関す る法律

(2003)」 などが施行 されている.に もかかわらず,

被害者お よび加害者 の看護については,十 分に検討 さ

れているとは言 いがたい.そ れは,こ の領域のケアに

関す る需要がな く,看 護職の関わ りもないからだろ う

か.

法看護学 に関連するわが国の先駆け的取 り組みとし

て 「森永 ヒ素 ミルク中毒」事件や京都府の 「マンガン

中毒」への取 り組 み等,看 護職 が住民の潜在ニ ー ドの

顕在化をはか り,施 策に反映 させてきた歴史があ り,

それは公衆衛生看護活動 として認識されている.ま た,

司法精神看護の対象が,犯 罪被害者,触 法精神障害者

と家族であ り(日 高:2003),そ の国の状況,文 化,

社 会的問題 によ り,求 められ る役割が異な る.下 里

(2003)は 看護の役割に,触 法精神障害者への投薬,

薬の効果 ・副作用についての教育,社 会的能力の トレー

ニング等 をあげている.看 護職が専門性 を高め細分化

するうえで,多 職種チームアプローチの必要性と困難

が指摘 されてお り(宮 本2006),宮 本(2003)や 美濃

(2008)は 精神看護学をべ一スに前述の課題に対応 で

きる人材育成について検討 し,司 法精神障害者の看護

教育カ リキュラムを作成している.

近年,母 性看護学や小児看護学および家族看護学 の

講義において児童虐待やDVを,在 宅看護論や地域看

護学 で高齢者虐待から児童虐待の負の連鎖について取

り上 げられ るようになった.そ れは,家 族 内に虐待や

暴力が潜んでいる場合,わ ずかなサインの見落 としが

死の遠因にな らないとも限 らず看護の究極 の目標が患

者のQOLの 維持向上であ り,命 を護 ることは職業的

使命であるという認識が看護教育に反映された一例で

あろう.

従来隠され続けてきた家庭内の暴力 に法の介入 が可

能 にな り,子 殺 し,配 偶者殺 し,親 殺 し,心 中,自 殺

の増加等,重 大な社会問題 と化 している.し かし,看

護研究教育機関の取 り組みは遅 々としている.ま た,

被害者および家族 に対する危機介入,感 情のアセスメ

ン ト,行 動面や学習・生活能力低下の評価,教 育や助

言の具体 的な実施 について,国 内の看護学文献では触

れているものが少な く,知 見が乏 しい現状がある.

そこで,本 稿 では文献検討をもとに,法 看護学教育 に

関するカリキュラム検討と,今 後 の課題を論ずる.

Ⅱ.研 究方法

臨床場面において看護職 と警察や検察 ・裁判所等 と

の協働および連携 について新たな知見を得,将 来的に

は大学及び大学院教育における法看護学教育カ リキ ュ

ラムの構築を図 ることは,新 たな看護学領域 の発展に

貢献できる可能性がある.

筆者は以下の方法で法看護学教育カ リキ ュラムの検

討に取 り組んだ.

①法看護学に関連する文献やWeb資 料,お よび,内

閣府や民間シェルター等の刊行物で被害事例報告等

を扱ったものより法看護学上の課題の抽出.

②海外の大学等教育機関における法看護学教育につい

て,海 外の医療刑務所,拘 留所,司 法精神病院,司

法精神科 クリニック,司 法解剖施設等の視察に加 え,

国際法看護師協会員で初代会長であるコロラ ド大学

のヴァージニア・リンチ氏(米),カ リフォルニア治

療センター勤務の国際法看護協会(IAFN)功 労

賞受賞者であるカル メン ・ヘネシー氏(米)ら の協力

を得,教 育内容(法 看護学に関す る科 目名,法 看護

学の単位数および授業時間,実 習時間数と実習場所,

実習提携機関と指導体制,法 看護学 カ リキ ュラムに

関する教員の確保等)に ついて調査.

③分析方法はLiterature　 Reviewを もとに,概 念枠組

みや理論的枠組みの検討.

Ⅲ.結 果

海 外 文 献 に 関 し て は,「Forensic　 Nursing」,

「nursing　 curriculum」 を キ ー ワ ー ドにPubMedか

ら文 献 を 検 索 し た.検 索 の 際,言 語 は 英 語,対 象 は 人
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間のみ,出 版年は1989年 か ら2008年 までの20年 間に

絞 って検索 した.

表1　 法看護学に関する海外論文の傾向

内 容 アイテム数

1 法看護学の教育カリキュラムに関するもの 177

2 家庭内における暴力における法看護学について 117

3 法看護学における証拠採取とその保管について 114

4 看護ケアの対象となる被害者の特性とその理解に関すること 111

5 被害者 ・患者の権利擁護 とア ドボカシーについて 110

6 性暴力被害者専門看護師に関するケア内容について 106

7 司法精神障害者に対する看護ケアに関すること 103

8 刑務所に留置されている妊婦の看護ケアや更生に関すること 103

9 法看護の特性に応じた(看護)危機介入,検視等について 101

10 看護師の役割および法看護への取り組みの必要性について 23

表1は 海外文献のキーワー ド毎の文献数を表 した.

北米では,1980年 代か ら大学及び大学 院で法看護

学講座が開設され,そ れ以外にも性暴力被害者への看

護支援を行 う専門看護師養成が当時から行われている.

1992年 にはア メリカに国際法看護師協会が設立 され,

法看護師及び法科学に関する専 門家が集 う学術集会が

毎年開催 されている.イ ギ リスおよびオース トラ リア

では,特 に司法精神看護学が発展 してお り,臨 床の司

法精神科や刑務所病院と連携 し,大 学での看護研究が

進められている.

教育 カリキュラムは,大 学により学部教育に含 まれ

るものか ら修士課程,博 士課程,臨 床実践家教育コー

スなど様 々で,内 容にもば らつきがあり,取 得単位は

12か ら21単 位と開きがある.講 義科 目は,法 科学,

法精神保健看護学,犯 罪学,被 害者学,証 拠採集技法,

法病理学,DVな どの科 目が設定 されている.演 習や

実習 もあり,実 習施設 も司法解剖や法廷,検 察 との臨

地実習等大学による差がある.教 育方法 は,講 義 ・演

習が中心 だが,摸 擬実習(面 接,介 入,裁 判 など),

見学 ・ビデオ学習,指 導者モデル観察 ・補助,ス ーパー

ビジョン,ロ ール プレイ,事 例発表 ・事例検討会,治

療チームに実際に参加,セ ミナー,研 究会,学 会等に

参加する等,多 様であった.

欧米においては,大 学の付加価値を高 め,多 くの学

生を集 める方策 のひとつとして,法 看護学の開講 がな

されている.中 でも,フ ィッツバーグ大学やコロラ ド

大学ベスエル カレッジ,ジ ョンズホプキンス大学 は,

歴史のある法看護学 コースを持っていた.英 国でもスー

パーナースとして,が ん専門看護師に並び(司)法 看

護師が養成 されている.

一方
,国 内の文献検索は 「法看護」をキーワー ドに,

1999年 か ら2008年 までの10年 間の医学中央雑誌Web

版から検索 した.そ の結果,原 著論文か ら会議録 まで

含め4件 の文献 を得た.こ の中で法看護学 の定義や教

育について述べているのは山田(2007,2008)の み

で,日 本には法看護学の実践はあるが,教 育の枠組み

が確立されていないことが明らかになった.

表2　 北米を中心に発展 した法看護学教育

大学および課程 特記事項

ベ ス・エ ル ・カ レ ッ ジ ・オ ブ ・ナ ー シ ン グ(コ ロ ラ ド州) 必 要 単 位12-21単 位

修士課程 講義内容
フ ィ ッツ バ ー グ ・ス テ ー ト ・カ レ ッジ(マ サ チ ュ ーセ ッッ 州) 法科学、法精神保健看護学、犯罪学、被害者学、

大学院看護学修士課程 証拠採集技法、法病理学、 ドメスティックバイ
ゴン ザ ガ ・ユ ニ バ ー シ テ ィ(ワ シ ン トン州) オレンス等の科目が設定されている

看護学修士コース、選択科目 看護倫理： 人権擁護、 自己決定、倫理的問題、
ジ ョン ズ ・ホ プキ ン ス大 学 、 看 護 学 部(メ リー ラ ン ド州) 創 傷 ア セ ス メ ン ト、 侵 襲 生 体 反 応 、 トリア ー ジ

修士コースCNS法 看護学専攻 保健医療システムと看護管理
モ ン ・マ ウス 大学(ニ ュ ー ジ ャー ジ ー州) ス トレ ス ・コ ー ピ ン グ

大学院法看護学コース 重症 ・被災患者および家族心理の理解 とケア、
マ ウン ト・ロ イ ヤル カ レ ッ ジ(カ ナ ダ、 カル ガ リー) DMAT、CSCATTT

法 科 学 コー ス;イ ン タ ー ネ ッ ト コ ンサ ル テ ー シ ョン

ク ィニ ピア ッ ク大 学(コ ネ チ カ ッ ト州) 教育方法
看護学修士法看護学CNS専 攻コース 講義 ・演習 ・実習等

中央オクラホマ大学(オ クラホマ州)法 科学学士 オンライン、 ウェブコースを設置する大学が増
ペンシルバニア大学(ペ ンシルバニア州)法 科学学士 加 して い る.

クサビア大学(オ ハイオ州)法 科学学士
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表3　 インタ ビュー調査 日程とテーマ

日程 内 容 インタビュー対象者

2003.8.18

米国におけるDV政 策の変遷 と社会保障,DV被 害者 に必
要な支援とその提供DV被 害者へのケア:電 話相談、面接、
シェルター保護

米 国CA州 Carmichael,Professional

Training and Consulting.Shireen

Miles

2003.8.20
DV/性 暴力の加害者の特徴と支援するうえで配慮すべきこ
と

Community Services Planning council.

Nina Schwarzwalder

2004.8.3
Violence victim and their secondary mental trauma.

被 害 者 の 心 理

カナ ダ,ブ リテ ィシ ュ コ ロン ビア州 立 女

性 医療 セ ン ター

2004.8.20
Service extension to communities in conjunction with
HIV/AIDS in Lusaka,Zambia.

ザ ン ビ ア,ル サ カ市 CBTO,NGO

Staff

2004.9.13
Clinical forensic nursing,Clinical forensic nurse

examiner and Sexual assault nurse examiner.

コ ロ ラ ド大 学 教 授

バ ー ジニ ア ・リン チ 博 士

2005.8.5
DV Prevention and Control;Sacramento Police

Department.警 察 の 介 入 と 警 察 に お け るソーシャルワーク

ア メ リカ,サ ク ラ メン ト市

警 察 署 長Dave Cropp.et

2005.8.6
DV Prevention and Control;DV Home Court司 法 シ

ス テ ム と 加 害 者 プ ロ グ ラ ム

判 事,弁 護 士,被 害 者 ア ドボ ケ ー ター,

臨 床 心 理 士

2005.8.8
DV Prevention and Control;Family Violence

Prevention Fund.DV被 害 の 調 査 ・虐 待 予 防

アメリカ,サ ンフランシスコDVに 関す
る財団の幹部4名

2005.8.8
Asian Women s Servicesシ ェル ター利 用 者 と医療 連 携 ・

裁 判 所 ・警 察 ・病 院 ・福 祉 ・カ ウ ンセ リン グの 記 録 共 有

ア メ リ カ,サ ン フ ラ ン シ ス コNGO活 動

のNs,MSW

2005.8.9
DV Prevention and Control;Women Escaping a Violent

Environment.電 話 ト リ ア ー ジ,緊 急 避 難

NGO活 動 のNs,MSW,Dr,教 育 者,

ボ ラ ンテ ィア

2005.8.10

UCD Med Center and PCTT,CAARES性 暴力被害

者支援法看護師の業務,診 察場面,児 童虐待における法
看護師の看護支援,現 任研修,多 職種連携

Dr,Forensic psychiatric nurse,Sexual

assault nurse examiner,セ ラ ピ ス ト

2005.9 アメリカにおけるDV防 止法の変遷と加害者更生
米 国,元 裁判 官,ニ ュ ー ヨー ク州 弁護 士,

マ ー ジ ョ リー 氏

2005.11.8
Victim's grief care The National Center for Grieving C

hildren&Families

オ レ ゴン 州 ダギ ー セ ン ター ジ ョン ・シ ュ

ワイ ツア ー 博 士

2005.12

International Association of Forensic Nursesの 役 割 と

ヘ ル ス ケ ア Child Abuse and Sexual Assault Nurse

Examiner

I AFN:Suerry Arndtカ リ フ ォ ル ニ ア

治 療 セ ン タ ーCarmen Henesy

2006.1.3
DV Prevention and Control;How DV issues are

incorporated in HIV/AIDS Control in Kenya.
ケニ ア KENWAプ ロジ ェ ク ト

2006.12.27
The treatment o fDV issues and Prevention policy

in Egypt-University of Cairo,Department of Nursing-
エジプト カイロ大学看護学科教授4名

2007.3
性暴力被害者試験における地域連携モデルとは何か.性
暴力対応チームの成功のための連携について

Minneapolis性 暴 力 資 源 サ ー ビ ス デ ィ レ

ク タ ーLinda E.Ledray

2007.5.3
養 親 による児 童 虐 待 と行 政 サポー トお よび保 護 システ ムの課 題

米 国CA州 サ クラメン ト郡Countywide Services Agency

Child Protective Services I.Jones,M.S.

W Superviser

2008.2.11
暴 力 を 目撃 して 育 つ 子 ど もの 心 の 回復 プ ロ グ ラム 予 防 ・治

療 ・リハ ビ リテ ー シ ョン ・更 生(DAP)の 困 難 感

米 国MN州Minneapolis PsyD.LICSW

David Mathews

次に,理 論 と実践のある方 々(表3)に 法看護学の

概念,構 造,看 護教育の現状,対 象,ケ アの特性,お

よびそれらに準 じた役割や連携等についてインタビュー

した.

その結果,法 看護師の主要役割は,

① 虐待等 の暴力行為の判断,検 知 と対処(臨 床 とし

ての捜査,根 拠 ・証拠 を見出す,犯 罪の可能性のス

クリーニング,ど の段階で医師を呼ぶべきかの判断)

② ケアおよび法廷での証言や支援(証 拠収集の協力

と証拠保全,看 護 ケアお よび関係機関との連携,法

廷で専門家 としての発言をす る)

③ 聞き取 り内容や観察記録 を残すことの役割が明確

にな った.

法看護学を習得 した看護職の秀でた観察力で,噛 み

あ と(歯 形の理解,人 間か動物か,性 暴力)や 創傷跡

(鋭利 な傷か否か,凶 器 の特定 ・銃)を 記録 し,自 然

死ではない死の原因追及の観察をする.性 暴力被害で

は治療 を必要 とす る 「目に見え る外傷」 がない場合で

あっても被害がないと断定せず,被 害者の トラウマの

状態を把握し適切なケアを提供す る.そ して患者の同
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意を得,証 拠採取 と証拠 の保管および記録等 を行 う.

この一連の過程で,看 護師には十分なインフォーム ド・

コンセン トと対象者 の人権を守 り,弱 い立場 に追 いや

られた者の権利擁護 を行 う機能が託されている.欧 米

での看護職能の職域拡大範囲の背景 には,法 医学領域

の人材不足,訴 訟社会における証拠採取ニーズの高ま

り等があげられ る.ま た,幾 多の戦争や格差社会の先

の見えない不安 を背景として,人 権思想が大衆 間で発

展 し,看 護師にも専門職 として患者のアボ ドケイ トで

あるという意識が高ま り社会のニーズや科学的知識 ・

技術の進歩にともない,看 護職がその実践 の新 しい側

面 を切 り開いてきた歴史がある.

Ⅵ.考 察

1.法 看護学の概念および対象 と特性

法看護学とは、人 々の健康 に関与す る法的な分野に

おける看護実践を体系化 したもので、法看護学の対象

は、犯罪や災害の被害者お よび精神障害 を持つ加害者

とそれ らの家族(遺 族)で 、その特性は外傷か ら疾患

まで、生体から遺体 まで観察対象 となることである。

法看護学は,人 間とその行動を主たる研究の ドメイ

ンとするがゆえに,学 問として立脚す る社会や文化に

よって,そ の社会的要請内容は異なる.最 も身近な例

を挙げると,疾 病や外傷は看護職が日常業務の対象と

し,ケ アを提供するきっかけとなるものである.そ の

際,法 看護学的アプローチにより,疾 病 ・外傷 の直接

ならびに間接的原因について,故 意 ・過失を含むあら

ゆる可能性を念頭に置いた検討を加える.こ のことに

よ り,見 落 としを防ぎ,患 者の擁護 と,患 者の権利 を

一層的確 に護 り
,質 の高い看護ケアを提供できる.

北米で開発 された法看護学の領域は,従 来の看護学

領域がカバーしきれていなかった部分に対応でき る新

たな看護学領域であり,法 看護学教育 を確立す ること

が,看 護 の社会的責任 を果たす ことにつながると考 え

た.図1は,法 看護師の活動の場 と教育の流れについ

て示 したものである.法 看護学は法と看護学 の接点を

扱い,活 動の場は病院か ら地域の保健 ・医療 ・福祉 ・

公安 ・司法 ・教育等の多機関 ・多施設である.そ こで

対応できる看護師養成を学部教育から臨床現場,そ し

て現任研修などの機会をもって育成する流れを示した.

図1　 法看護師の活動の場と教育のながれ

2.法 看護学体系に基づ いた教育方法

冒頭で述 べたように,精 神看護学(薬 物 ・PTSD),

母性看護学や小児看護学および家族看護学(児 童虐待 ・

DV),在 宅看護論や地域看護学(高 齢者虐待 ・自殺)

図2　 法看護学の体系図

関係法規,そ して災害看護学や救急看護学等、看護学

士教育でカ リキュラムの中に組み込まれているものが

既 にある.表1、 表2に 基づき図2を 作成 した.卒 後教

育 または現任教育レベル のものとしては,司 法精神看

護学について,国 立精神 ・神経センター司法精神医学

研究部や東京医科歯科大学大学院で教育されている.

また,性 暴力被害者看 護については,NPO法 人女性

の安全 と健康のための支援教育センターで専門看護師

養成を2000年 から手がけている.

筆者は,1991年 に設立 された国際法看護師協会の

初代会長のヴァージニア ・リンチ氏を2004年,青 森

県立保健大学に招 き,そ こで得た知見を元に法看護学

教育 カ リキュラム案を作成 した.そ れに基 づき2006

年に法看護学集会(4回1コ ース)を 開催 し,現 場の

看護師らと意見交換 を行 った.参 加者の反応は,「 法

61



日本 ヒューマンケア科学会誌　 第2巻　 第1号　 2009年

表4　 性暴力被害者看護

1.心 身に傷を負った性暴力の被害者に適切なケアを提供する。適切で迅速なケアにより、被害者の傷の回復

教 を早め、人生への影響をより少な くする

育 2.健 康被害の背景にある暴力被害を素早 く見抜き、適切に対応できる

目標 3.警 察や医師、相談員等と連携 ・協力 して働 くことで、被害者が二次的加害を受けることを防いだり軽減す

る

4.被 害者の意思に応 じて、告訴など法的手続きに備え、本人に同意を得ながら証拠を採取し、記録を残す

1.性 暴力被害者支援のシステムと動向

講 (1)DV防 止法、児童虐待防止法、強制わいせつ等関連法の概要と成立過程

義 (2)暴 力と社会構造をめ ぐる歴史的な経緯 と現在の状況
・

演
習科

2.性 暴力被害者看護の概念

(1)性 暴力被害者看護学の理論的な枠組み

(2)性 暴力被害者看護に関連する法律 ・制度の国際比較

目 (3)女 性 とこ こ ろ の病 気 、 複 雑 性PTSDとPTSDケ ア チ ーム の 概 要

(4)性 暴力被害の影響、被害者－加害者間のダイナミックス*
2
単位

(5)性 暴力被害者支援 における倫理規定 と法的手続きにおける権利擁護

3.性 暴力被害者看護の方法

45 (1)性 的虐 待 ・子 ど もへ の聴 き取 りの原 則(フ ォ レ ン ジ ック イ ン タ ビュ ー)*

時 (2)司 法精神医療SANEの 役割と課題、看護の実際*
間 (3)医 療 現 場 に お け る多職 種 専 門 チ ー ム の連 携:ス ク リー ニ ン グ、 介 入 、SART

シ (4)身 体的外傷の特徴 と治療過程、看護アセスメン ト*

ラ (5)被 害者や加害者の家族支援と地域支援
バ 4.性 暴力被害者看護の課題 と展望
ス (1)法 看護学の展開と感情労働におけるバーンアウ トとセルフケアの推進

(2)支 援の継続と発展、対人援助の原点とエンパワメン ト　　　 *は ロールプレイ等の演習

表5　 司法精神看護

1.司 法精神医療という臨床状況における治療や看護が困難となる事情について理解を深めながら、心神喪失

教 者医療観察法に基づく指定入院医療機関における治療と看護の課題について学ぶ。

育 2.司 法精神医学と司法精神看護学の基本的な枠組みや評価方法を学ぶことを通じて、既存の精神医療と精神

目標 看護が全般的に抱えている問題点について理解を深める。
3.暴 力と攻撃的行動の背景にある精神病理について理解を深め、自傷や他害の行為に対する介入や防止のた

めの方法について習得する。

1.司 法精神医療のシステムと動向

(1)心 神喪失者医療観察法の概要と成立過程

講 (2)司 法精神医療をめ ぐる歴史的な経緯と現在の状況

義 2.司 法精神医療の概念

科 (1)司 法精神医学と司法精神看護学の理論的な枠組み
目 (2)司 法精神医療に関連する法律 ・制度の国際比較

2
単

(3)触 法精神障害者の集団精神療法

(4)司 法精神医学の評価方法と司法精神鑑定

位 (5)司 法精神医療における倫理規定と人権擁護
30 3.司 法精神医療の方法
時
間

(1)司 法精神科病棟における援助関係とリスクマネジメン ト

(2)司 法精神医療における多職種専門チームの連携

シ (3)触法精神障害者の行動予測と治療反応性の予測
ラ (4)司 法精神科病棟における暴力防止プログラム
バ (5)触 法精神障害者の退院準備 と地域支援
ス

(6)犯 罪・暴力被害者と家族、加害者家族の支援
4.司 法精神医療の課題と展望

司法精神医療の展開と精神医療改革の推進

看護 という名称からイ メージ したもの と,取 り上 げら

れ た内容のギャップが大 きか った.期 待 した以上 に実

践的で,自 分たちに身近な内容だ った.」 や,「 翻訳 も

のは解釈が難 しく理解に時間がかかる」等であった.

つま り,① 法看護学とい う名称になじみが薄 く啓発が

必要なこと,② 法医学 と近接す るが,対 象が患者(被

害者)本 人だけではな く,家 族等へのケアも含むこと,

③文化 ・宗教やシステムの異な る国で発展 したものを
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十分咀嚼 することの難 しさが課題 としてあげられた.

さ らに改善 を加 え,2007年 か ら2008年 には,大 学 内

の学生(学 士 ・修士 ・研修生)を 対象に,検 察庁の検

事や性暴力被害支援専門看護師の講演による話題提供

とディスカッションをおこなった.前 年度 より参加者

も増え,法 看護 の必要性の認識や,知 名度も上がった.

しかし,教 育 に必要な教材がなかったため,法 看護学

の要素を盛 り込んだDV被 害者支援のブックレッ トと

児童の性虐待に関する リーフレッ トを作成 し,周 知啓

発も兼ねて県内の全病院,保 健機関,訪 問看護ステー

シ ョン,小 学校等に配布 した.そ して,こ れまでの実

践を元に大学院(卒 後教育)レ ベルの法看護学カリキュ

ラム試案を作成 した.(表4,5)

3.日 本における法看護学教育の課題

今後の課題 は、法看護学 を教育する養成側 と、看護

協会や行政側 のニーズが十分適合しているとは言い切

れない現状を鑑み、第一に、法看護学の価値観や方向

性を、養成側 と職能団体 ・行政 ・司法側 と共有 してい

くこと、次に、法看護学を活用 した実践モデルを形成

し、社会的意義 と活用の効果を示 してい くことである。

Ⅷ.お わりに

本研究の結果,大 学等の研究教育機関で専門特殊性

の高い法看護学教育は可能であり,被 害者等の権利を

守るための検体採取の技法やケア提供を適切に行うた

めに,必 要とされる知識 ・技能 ・態度を習得した人材

育成のために,法 看護学教育の実践が必要である.
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Curricula of forensic nursing in Japan: A review and recommendation

k ey  words :

sexual

forensic nursing,

assault nurse examiner

nursing education, curricula, forensic psychiatric nursing,

 Abstract 

 This study aimed to clarify the state of currently existing forensic nursing curricula in university 

education in Japan. 

 Forensic nursing is an component of health sciences, where multi-faceted social dimensions of nursing 

care should be studied, discussed and integrated into a practical model of human care. Said multi-

faceted dimensions are specifically connected to geographical area, forensic medicine, criminology, 

psychiatrics, public health, sociology and other topics related to the social implications of nursing. 

 Social demands on forensic nursing is recognized as a socio-cultural sensitive issue due to the fact 

that the focus of this science is mainly on human behaviour, which often varies depending on differences 

in socio-cultural background. 

 Diseases and injuries are taken up as an entry point for total human care being practiced by nursing 

professionals. Elaboration is often needed to utilize the forensic approach for nursing professionals, 

who are at the front-line of health care in handling these common situations. Clients' human rights 

and dignity should be protected through high quality nursing care particularly on those occasions wh 

ere the nursing professionals suspect intentional conduct and/or negligence as the cause of the 

pathological conditions and damage. 

 The results revealed that fundamental components of this science are already included in the existing 

curricula at various higher education institutes in Japan. However, it is suggested that learners would 

further benefit from better exposure to practical skills and knowledge relating to professional forensic 

nursing. Therefore, additional module development to provide specialized topics in forensic nursing 

together with the theoretical background is recommended.
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